
■セルフストレスチェック① 

2015 年 12 月から 50 人以上の事業所では、 

年１回の実施が義務付けられているストレスチェック。 

 

ストレスチェックの最大の目的は 

『労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止』すること。 

 

検査結果を従業員にフィードバックすることで、 

従業員自身のストレスへの気づきを促します。 

 

弊社は 50 人に満たないですが、導入しました。 

 

11/23～11/30 に実施。 

 


